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●群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

●ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

パートタイム・有期雇用労働法キャラクター
「パゆう」ちゃん ぐんまver.

育児・介護休業法の改正ポイント（令和７年４月１日施行分）

群馬労働局の取組 トピックス（令和7年2月26日配信）

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児・介護休業法が改正されました。
令和６年８月28日配信では改正内容の全体をご紹介しましたが、今回は、令和７年４月１日施行分の改正ポイントを紹介します。

育児に関する制度

①～③の他、「育児のためのテレワーク導入」（努力義務）、「男性の育児休業取得状況の適用拡大（従業
員数1,000人超→300人超）」（義務）が施行されます



＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバーは
HPを見てね！

介護に関する制度

④～⑥の他、「育児のためのテレワーク導入」（努力義務）が施行されます


